
 

１. 変更内容 

（１）ＤＢの保存期間の延長 

ＭＦＲ業務で作成された貨物に対する保税運送申告ＤＢと関連するＤＢの保存期間を、以下の表の通

り６０日間＊１とする。 

 

以下を保存起算日とするデータの保存期間が延長となる。 

保存期間を延長するＤＢ 
削除可能 

記号 
データ保存起算日 

貨物情報ＤＢ 

 

Ｃ 次のいずれかに該当する日 

①ＭＦＲ業務または「積荷目録情報登録（一括）（ＭＦＩ）」業務を行った日 

②「船積確認登録（ＣＣＬ）」業務後に「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０

３）」業務を行った日 

③「システム外搬入確認（事前登録）（ＣＹＤ０１）」業務を行った日 

④「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１）」業務を行った日（混載親と子の関連付けが

されていない混載子） 

コンテナ情報ＤＢ 

 

Ａ 次のいずれかに該当する日 

①ＭＦＲ業務またはＭＦＩ業務を行った日 

②ＣＣＬ業務後にＣＭＦ０３業務を行った日 

③ＣＹＤ０１業務を行った日 

保税運送申告ＤＢ 

 

Ｂ 次のいずれかに該当する日 

①搬入時または開庁時保税運送申告の登録を行った日 

②「積荷目録情報登録（ＭＦＲ、ＭＦＡ、ＭＦＩ）」業務、「積荷目録情報訂正（ＣＭＦ０

１、ＣＭＦ０２、ＣＭＦ０３）」業務、「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（ＮＶＣ０１、ＮＶ

Ｃ０２）」業務により、搬入時（船卸時）保税運送申告自動起動の登録がされた日 

積荷目録管理ＤＢ 

 

Ｂ ＭＦＲ業務、ＭＦＩ業務またはＣＭＦ０３業務を行った日 

海上貨物関連コンテナ番号一

覧ＤＢ 

 

Ａ 次のいずれかに該当する日 

①混載親貨物に対して、以下の業務によりコンテナ詰め貨物である旨を登録した日 

・ＭＦＲ業務 

・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務前）（ＣＭＦ０１）」業務 

・「積荷目録情報訂正（積荷目録提出業務後）（ＣＭＦ０２）」業務 

・「システム外ＣＹ搬入確認（コンテナ単位）（ＣＹＢ）」業務 

・「システム外ＣＹ搬入確認（Ｂ／Ｌ単位）（ＣＹＤ）」業務 

・ＣＹＤ０１業務 

・「輸入貨物情報訂正（ＳＡＩ）」業務 

②混載仕分けされていない貨物（デバンニング済み）に対して、以下の業務によりデバンニ

ング後の仕分けを実施した日 

・「貨物情報仕分け（ＣＨＪ）」業務 

・「貨物取扱登録（改装・仕分け）（ＳＨＳ）」業務 

③コンテナ詰め貨物に対して、以下の業務により混載仕分けを実施（混載親貨物に対して１

件目の混載子貨物を登録）した日 

・ＮＶＣ０１業務 

・「ハウスＢ／Ｌ貨物情報登録（関連付け）（ＮＶＣ０２）」業務 

上記に伴い、包括保税運送承認番号を附番しＭＦＲ業務により作成された貨物について、ＭＦＲ業務

実施後６０日間＊１は、ＰＫＩ／ＰＫＫ業務実施時の包括保税運送承認に係る個別運送情報登録の自動起

動が可能となる。 

 

要
件
事
項 

＜海上業務＞ 
保税運送申告ＤＢの保存期間延長 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

包括保税運送承認番号を附番し「積荷目録情報登録（ＭＦＲ）」業務をした貨物は、「船卸確認登録（一括）

（ＰＫＩ）」／「船卸確認登録（個別）（ＰＫＫ）」業務実施時に自動で「保税運送申告（ＯＬＣ）」業務

が起動するようになっているが、ＭＦＲ業務実施後２３日以上経過すると起動しなくなる。 

＜変更後仕様＞ 

ＭＦＲ業務等により、搬入時保税運送申告自動起動を行う旨が登録された保税運送申告ＤＢの保存期間を６

０日に延長する。それに伴い、関連するＤＢの保存期間を６０日に延長する。 

保存期間を延長するＤＢ 削除可能記号 
保存期間 

変更前 変更後 

貨物情報ＤＢ Ｃ ２０日＊１ 

６０日＊１ 

コンテナ情報ＤＢ Ａ ２０日＊１ 

保税運送申告ＤＢ Ｂ ２２日＊１ 

積荷目録管理ＤＢ Ｂ ２０日＊１ 

海上貨物関連コンテナ番号一覧ＤＢ Ａ ３０日＊１ 



 

 

 

 

（＊１）日祝含む。 

 


